
柏崎市広告入り資源物・ごみの分別ガイドブック  

無償提供事業者等募集事業に係る  

公募型プロポーザル実施要領  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和８（２０２６）年２月  

柏崎市  市民生活部  環境課  

  



1 

１  業 務 の 趣 旨  

資 源 循 環 型 社 会 の 構 築 に 向 け て 、 ご み の 減 量 と 再 資 源 化 を 推 進 す

る た め に 、 ご み ・ 資 源 物 の 分 別 や 出 し 方 に 関 す る 情 報 を ま と め た 冊

子 「 資 源 物 ・ ご み の 分 別 ガ イ ド ブ ッ ク 」 を 官 民 協 働 に よ り 発 行 す る

こ と に つ い て 必 要 な 事 項 を 定 め る 。  

 

２  業 務 概 要  

⑴   業 務 名  柏 崎 市 広 告 入 り 資 源 物・ご み の 分 別 ガ イ ド ブ ッ ク 無 償

提 供 事 業 者 等 募 集 事 業  

⑵   業 務 内 容  別 紙 仕 様 書 の と お り  

⑶   協 定 期 限  令 和 １ １ （ ２ ０ ２ ９ ） 年 ３ 月 ３ １ 日  

⑷   履 行 期 限  令 和 ８ （ ２ ０ ２ ６ ） 年 ９ 月 ３ ０ 日  

 

３  参 加 資 格  

  本 プ ロ ポ ー ザ ル に 参 加 し よ う と す る 者 は 、 次 に 掲 げ る 全 て の 要 件

を 満 た し て い な け れ ば な ら な い 。  

 ⑴  本 プ ロ ポ ー ザ ル の 参 加 意 向 申 出 書 提 出 時 点 に お い て 、令 和 ７（ ２

０ ２ ５ ）・８（ ２ ０ ２ ６ ）年 度 の 柏 崎 市 物 品 入 札 参 加 資 格 者 名 簿（ 業

種 名：製 作・作 成 等 － パ ン フ レ ッ ト 等 ）に 登 載 さ れ て い る こ と（ 所

在 区 分 は 問 わ な い 。）。  

⑵  参 加 意 向 申 出 書 提 出 期 限 か ら 協 定 締 結 ま で の 間 に 本 市 及 び 他 の

自 治 体 に お い て 指 名 停 止 等 の 措 置 を 受 け て い な い こ と 。  

⑶  過 去 ５ 年 間 に お い て 、 官 公 庁 が 募 集 し た 広 告 掲 載 が 伴 う 情 報 誌

の 発 行 業 務 （ 企 画 、 デ ザ イ ン 、 編 集 、 印 刷 、 製 本 等 ） を 行 っ た 実

績 が あ り 、 か つ 、 Ｗ Ｅ Ｂ 環 境 を 用 い た 電 子 書 籍 化 を 行 っ た 実 績 が

あ る こ と 。  

 

４  担 当 部 署 及 び 問 合 せ 先  

  〒 ９ ４ ５ － ０ ０ １ １  

新 潟 県 柏 崎 市 松 波 四 丁 目 １ ３ 番 １ ３ 号  

柏 崎 市 市 民 生 活 部 環 境 課 ク リ ー ン 推 進 係  

電 話 番 号  ０ ２ ５ ７ － ２ ３ － ５ １ ７ ０  
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フ ァ ク ス 番 号  ０ ２ ５ ７ － ２ ４ － ４ １ ９ ６   

メ ー ル ア ド レ ス  ｋ ａ ｎ ｋ ｙ ｏ ＠ ｃ ｉ ｔ ｙ ． ｋ ａ ｓ ｈ ｉ ｗ ａ ｚ ａ  

ｋ ｉ ． ｌ ｇ ． ｊ ｐ  

 

５  本 プ ロ ポ ー ザ ル 実 施 日 程  

№  内 容  実 施 日 又 は 期 限  

１  公 告  令 和 ８（ ２ ０ ２ ６ ）年 ２ 月 ２ ６ 日（ 木 ）

か ら ３ 月 ９ 日 （ 月 ） ま で  

２  質 問 書 の 提 出  令 和 ８（ ２ ０ ２ ６ ）年 ３ 月 ３ 日（ 火 ）

午 後 ４ 時 ま で  

３  質 問 に 対 す る 回 答  令 和 ８（ ２ ０ ２ ６ ）年 ３ 月 ６ 日（ 金 ）

午 後 ５ 時 ま で  

４  参 加 意 向 申 出 書 兼 誓 約 書

の 提 出  

令 和 ８（ ２ ０ ２ ６ ）年 ３ 月 ９ 日（ 月 ）

午 後 ５ 時 １ ５ 分 ま で  

５  参 加 資 格 審 査 の 結 果 通 知  令 和 ８（ ２ ０ ２ ６ ）年 ３ 月 １ １ 日（ 水 ）

（ 予 定 ）  

６  提 案 書 等 の 提 出  令 和 ８（ ２ ０ ２ ６ ）年 ３ 月 ２ ７ 日（ 金 ）

午 後 ５ 時 ま で  

７  審 査 結 果 の 通 知  令 和 ８（ ２ ０ ２ ６ ）年 ３ 月 ３ １ 日（ 火 ） 

注 記 ： 参 加 資 格 審 査 の 結 果 、 参 加 資 格 を 満 た す 者 が １ 者 の み と な っ た

場 合 の 手 続 及 び 日 程 に つ い て は 、 １ ６ に よ る ほ か 、 当 該 参 加 者

に 別 途 通 知 す る 。  

 

６  質 問 及 び 回 答  

 ⑴  質 問 書 の 提 出  

  ア  提 出 期 限  令 和 ８ （ ２ ０ ２ ６ ） 年 ３ 月 ３ 日 （ 火 ） 午 後 ４ 時 必  

   着  

イ  提 出 方 法  電 子 メ ー ル で 提 出 す る と と も に 電 話 に よ る 連 絡  

を 要 す 。  

  ウ  提 出 様 式  指 定 様 式 （ 別 記 第 ２ 号 様 式 ） を 用 い る こ と 。  

⑵  質 問 に 対 す る 回 答  
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   令 和 ８ （ ２ ０ ２ ６ ） 年 ３ 月 ６ 日 （ 金 ） 午 後 ５ 時 ま で に 質 問 者 に

回 答 す る と と も に 当 該 内 容 を ホ ー ム ペ ー ジ で 掲 載 す る 。  

 

７  参 加 意 向 申 出 書 兼 誓 約 書 の 提 出  

 ⑴  提 出 期 限  

令 和 ８ （ ２ ０ ２ ６ ） 年 ３ 月 ９ 日 （ 月 ） 午 後 ５ 時 １ ５ 分 必 着  

⑵  提 出 書 類  

  ア  参 加 意 向 申 出 書 兼 誓 約 書 （ 別 記 第 １ 号 様 式 ）  

  イ  過 去 に 制 作 し た 類 似 の 冊 子 見 本  

  ウ  類 似 案 件 の 実 施 実 績 書 （ 任 意 様 式 ）  

  エ  法 人 の 概 要 が 確 認 で き る も の （ 任 意 様 式 。 パ ン フ レ ッ ト 可 ）  

⑶  提 出 方 法  

  ア  持 参 す る 場 合  

    提 出 期 限 ま で の 各 日 （ 新 潟 県 柏 崎 市 の 休 日 を 定 め る 条 例 （ 平

成 元 年 条 例 第 ３ １ 号 ） 第 １ 条 第 １ 項 に 規 定 す る 休 日 （ 以 下 「 休

日 」 と い う 。） を 除 く 。） の 午 前 ８ 時 ３ ０ 分 か ら 午 後 ５ 時 ま で に

提 出 す る こ と 。  

  イ  郵 送 す る 場 合  

    提 出 期 限 必 着 と し 、 表 面 に 「 柏 崎 市 広 告 入 り 資 源 物 ・ ご み の

分 別 ガ イ ド ブ ッ ク 無 償 提 供 事 業 者 等 募 集 事 業 に 係 る 公 募 型 プ ロ

ポ ー ザ ル 参 加 意 向 申 出 書 等 在 中 」 と 朱 書 き す る こ と 。  

 

８  参 加 資 格 審 査 及 び 結 果 通 知  

  参 加 意 向 申 出 書 の 提 出 者 が 参 加 資 格 を 満 た し て い る か 確 認 し 、 確

認 結 果 を 提 出 者 全 員 に 通 知 す る 。 本 プ ロ ポ ー ザ ル へ の 参 加 が 認 め ら

れ た 者 に は 、 参 加 資 格 確 認 結 果 通 知 書 （ 別 記 第 ４ 号 様 式 ） に 関 係 書

類 提 出 要 請 書 （ 別 記 第 ５ 号 様 式 ） を 同 封 す る 。  

 

９  提 案 書 等 の 提 出  

 ⑴  提 出 書 類  

  ア  企 画 提 案 書 （ 様 式 は 任 意 ）  以 下 の 情 報 を 含 む こ と 。  

   （ ア ） 製 作 ス ケ ジ ュ ー ル  
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（ イ ） デ ザ イ ン 見 本  

（ ウ ） 広 告 掲 載 予 定 数 、 広 告 募 集 計 画 （ 募 集 手 順 等 ）  

  イ  業 務 実 施 推 進 体 制 （ 別 記 第 ６ 号 様 式 ）  

⑵  提 出 部 数  

 正 本 １ 部 、 副 本 ６ 部  

⑶  提 出 期 限  

 令 和 ８ （ ２ ０ ２ ６ ） 年 ３ 月 ２ ７ 日 （ 金 ） 午 後 ５ 時 必 着  

⑷  提 出 方 法  

  ア  持 参 す る 場 合  

    提 出 期 限 ま で の 各 日（ 休 日 を 除 く 。）の 午 前 ８ 時 ３ ０ 分 か ら 午

後 ５ 時 １ ５ 分 ま で に 提 出 す る こ と 。  

  イ  郵 送 す る 場 合  

    提 出 期 限 必 着 と し 、 表 面 に 「 柏 崎 市 広 告 入 り 資 源 物 ・ ご み の

分 別 ガ イ ド ブ ッ ク 無 償 提 供 事 業 者 等 募 集 事 業 に 係 る 公 募 型 プ ロ

ポ ー ザ ル 提 案 書 等 在 中 」 と 朱 書 き す る こ と 。  

 

１ ０  提 案 書 等 の 審 査 及 び 評 価  

提 出 さ れ た 提 案 書 等 の 審 査 及 び 評 価（ 以 下「 審 査 等 」と い う 。）は 、

柏 崎 市 広 告 入 り 資 源 物 ・ ご み の 分 別 ガ イ ド ブ ッ ク 無 償 提 供 事 業 者 等

募 集 事 業 に 係 る 公 募 型 プ ロ ポ ー ザ ル 選 定 委 員 会（ 以 下「 選 定 委 員 会 」

と い う 。） に お い て 、 次 の と お り 行 う 。  

  ⑴  評 価 基 準  別 紙 評 価 基 準 の と お り  

  ⑵  評 価 方 法  提 出 さ れ た 提 案 書 等 の 内 容 を 前 号 の 評 価 基 準 に 基

づ き 、 選 定 委 員 会 の 各 委 員 が 審 査 等 を 行 う 。 な お 、 配 点 は 委 員

１ 人 あ た り １ ０ ０ 点 満 点 と す る 。  

 

１ １  提 供 候 補 者 の 特 定  

選 定 委 員 会 に お い て 、 審 査 等 を 実 施 し た 結 果 、 各 委 員 に よ る 評 価

点 の 合 計 が 最 高 で あ る 者 を 提 供 候 補 者 と し て 特 定 す る 。 た だ し 、 評

価 点 の 合 計 が ３ ０ ０ 点 （ 満 点 の ６ 割 ） に 満 た な い 場 合 は 、 提 供 候 補

者 の 特 定 は 、 行 わ な い 。  
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１ ２  審 査 等 の 結 果 通 知  

選 定 委 員 会 に お い て 、 提 案 書 等 の 審 査 等 を 行 っ た 結 果 は 、 全 提 案

者 に 通 知 す る 。  

 

１ ３  提 案 資 格 の 喪 失 等  

提 案 書 等 の 提 出 を 求 め た 者 が そ の 後 、 次 に 掲 げ る い ず れ か に 該 当

す る こ と と な っ た 場 合 は 、 本 プ ロ ポ ー ザ ル の 参 加 資 格 を 失 う こ と と

な る 。 ま た 、 既 に 提 案 書 等 を 提 出 し て い る 場 合 に は 、 当 該 提 案 書 等

は 無 効 と す る 。  

 ⑴  ３ で 示 す 参 加 資 格 を 満 た さ な い こ と と な っ た 場 合  

⑵  提 出 し た 書 類 に 虚 偽 の 内 容 を 記 載 し た 場 合  

⑶  提 案 書 等 が 提 出 期 限 を 経 過 し て 提 出 さ れ た 場 合  

⑷  ９ ⑷ で 示 す 以 外 の 方 法 で 提 案 書 等 を 提 出 し た 場 合  

⑸  本 プ ロ ポ ー ザ ル の 関 係 者 に 故 意 に 接 触 を 求 め た 場 合  

⑹  本 プ ロ ポ ー ザ ル の 公 平 性 を 害 す る 行 為 が あ っ た 場 合  

 

１ ４  協 定 の 締 結  

協 定 書 を 取 り 交 わ す も の と し 、 提 供 候 補 者 と の 間 で 調 整 を 行 い 、

協 議 が 調 っ た 場 合 に 協 定 を 締 結 す る 。 協 定 締 結 に 要 す る 費 用 は 、 受

託 者 の 負 担 と す る 。  

 

１ ５  そ の 他  

⑴  参 加 意 向 申 出 書 の ほ か 、 本 プ ロ ポ ー ザ ル に 係 る 一 切 の 費 用 は 、

参 加 者 の 負 担 と す る 。  

⑵  提 出 さ れ た 書 類 及 び 提 案 書 等 は 、 返 却 し な い 。  

⑶  柏 崎 市 が 必 要 と 認 め る 場 合 は 、 提 出 さ れ た 提 案 書 等 を 無 償 で 使

用 で き る こ と と す る 。 た だ し 、 使 用 に 当 た っ て は 、 提 案 者 の 承 諾

を 要 す 。  

⑷  参 加 者 が ２ 者 の 場 合 、 本 プ ロ ポ ー ザ ル 終 了 後 の 結 果 公 表 に お い

て 、 次 順 位 者 の 得 点 は 、 公 表 し な い 。  

⑸  提 出 を 要 請 し た 必 要 書 類 以 外 の も の は 、一 切 受 理 し な い 。ま た 、

提 出 後 の 差 し 替 え 又 は 記 載 内 容 の 変 更 は 、 認 め な い 。  



6 

⑹  こ の 要 領 に 定 め の な い 事 項 に つ い て は 、 新 潟 県 柏 崎 市 プ ロ ポ ー

ザ ル 方 式 実 施 取 扱 要 綱 、 新 潟 県 柏 崎 市 財 務 規 則 （ 平 成 １ ６ 年 規 則

第 ５ 号 ）等 の 関 連 す る 法 令 、規 則 及 び 通 知 の 定 め る と こ ろ に よ る 。  

⑺  こ の 要 領 に 定 め る も の の ほ か は 、選 定 委 員 会 に お い て 決 定 す る 。 

 

１ ６  参 加 資 格 を 満 た す 者 が １ 者 の 場 合 の 取 扱 い  

参 加 資 格 審 査 の 結 果 、 参 加 資 格 を 満 た す 者 が １ 者 の み で あ る 場 合

は 、 ９ で 示 す 提 案 書 等 の 提 出 は 求 め ず 、 次 の と お り 取 り 扱 う 。  

⑴  市 は 、 当 該 参 加 者 に 対 し 、 簡 易 提 案 書 （ 別 記 第 ７ 号 様 式 ） 及 び

添 付 書 類 の 提 出 を 求 め る 。  

⑵  提 出 期 限 は 、 令 和 ８ （ ２ ０ ２ ６ ） 年 ３ 月 ２ ３ 日 （ 月 ） 午 後 ５ 時

ま で と す る 。  

⑶  提 出 さ れ た 簡 易 提 案 書 等 は 、 選 定 委 員 会 に 付 議 し 、 仕 様 書 に 定

め る 要 件 を 満 た す こ と が 確 認 で き る 場 合 に 限 り 、 当 該 者 を 提 供 候

補 者 と し て 決 定 す る 。  

⑷  審 査 結 果 の 通 知 は 、 令 和 ８ （ ２ ０ ２ ６ ） 年 ３ 月 ２ ５ 日 （ 水 ） に

行 う 。  


